
【医療情報】新型コロナウイルス関連情報（９月１７日現在） 

 

【ポイント】 

●ラレタ・ブエノスアイレス市長は、１７日からの同市における大型商業施設

や飲食施設の人数制限撤廃等の行動制限措置の緩和について発表。 

●日本への全ての入国者（日本人を含む。）は、出国前７２時間以内の検査証

明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。 

※所定の検査証明書フォーマットにスペイン語版が追加されています。 

●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。ま

た、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機

への搭乗を拒否されます。 

●出国前７２時間以内の検査証明書は、CentraLabにて日本政府所定の内容が

記載された検査証明（英語）の発行が可能です。 

●亜国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際

し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、また迅速に対応

させていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご

協力お願いします。 

 

【本文】 

１ ブエノスアイレス市の行動制限措置の緩和 

 １６日、ラレタ・ブエノスアイレス市長は、１７日からの同市における下記

行動制限措置の緩和について発表するとともに、引き続き換気、マスクの着

用、ソーシャル・ディスタンスの確保の励行を呼びかけました。 

（１）屋内及び屋外を含め社交による会合及び大型商業施設や飲食施設の人数

制限を撤廃。 

（２）飲食施設は、最大午前３時までの営業が認められる。 

（３）大型イベントは衛生プロトコールを遵守した上、２平方メートルに１人

の間隔を保った上で最大４０００名までの開催（屋内の場合、収容能力の７

０％以下で最大４０００名まで）が許可。 

（４）亜国内旅行から同市に戻ってきた際の諸検査の義務化を撤廃。 

 

２ 水際対策強化に係る新たな措置（厚生労働省発表） 

（１）引き続き、日本への全ての入国者（日本人を含む。）は、出国前７２時

間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施

されます。 



（２）上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸

が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持してい

ない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。  

 なお詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html  

 

３ 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関 

 出国前７２時間以内の出国前検査証明書については、可能な限り、日本政府

が求める所定の検査証明書フォーマットのご利用をお願いします。 

同フォーマットの利用が出来ない場合は、日本政府が求める必要事項（下記

詳細）が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効と

されていますが、航空機搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するた

めの時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認め

られないおそれがあることをあらかじめご理解願います。 

なお、CentraLabで日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検

査証明書（英語）の発行が可能であることを確認しております。受領後、必要

情報が正しく記載されているかご確認をお願いします。 

 日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットが多言語化され、スペイン

語についても追加されていますので、下記リンクよりダウンロードの上、ご利

用ください。 

・厚労省 HP 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html  

・英語・スペイン語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf  

・日本語・英語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf 

 

４ 当館領事班窓口にご来館の皆様へ（事前連絡についてのお願い） 

アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館へ

の来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、迅速

に手続きをさせていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきま

すよう、ご協力お願いいたします。  

なお、来館の事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)又

は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応いたします。 

 

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に

登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf


「たびレジ」簡易登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のＵ

ＲＬから停止手続きをお願いいたします。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete （了） 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

